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〔
判
示
事
項
〕

一　

新
株
予
約
権
付
社
債
を
発
行
す
る
に
当
た
り
、
当
該
新
株
予
約

権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
募
集
新
株
予
約
権
と
引
換
え
に
金
銭
の
払
込

み
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
新
株
予
約
権
の

実
質
的
な
対
価
（
実
質
的
対
価
）
と
当
該
新
株
予
約
権
の
公
正
な
価

値
（
公
正
価
値
）
と
を
比
較
し
て
前
者
が
後
者
を
大
き
く
下
回
る
と

き
は
、
当
該
新
株
予
約
権
付
社
債
の
発
行
は
、
当
該
新
株
予
約
権
を

引
き
受
け
る
者
に
対
す
る
「
特
に
有
利
な
条
件
」（
会
社
法
二
三
八

条
三
項
一
号
）
に
よ
る
発
行
（
有
利
発
行
）
に
当
た
る
と
解
す
る
の

が
相
当
で
あ
る
。
新
株
予
約
権
付
社
債
を
発
行
す
る
に
際
し
、
客
観

的
資
料
に
基
づ
く
一
応
合
理
的
な
算
定
方
法
に
よ
っ
て
発
行
条
件
が

決
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
発
行
条
件
は
、
特
段

の
事
情
の
な
い
限
り
、
引
受
人
に
「
特
に
有
利
な
条
件
」
に
は
当
た

ら
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

二　

取
締
役
に
お
い
て
、
既
存
株
主
の
有
す
る
利
益
・
期
待
を
侵
害

し
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、

他
方
で
、
取
締
役
は
、
経
営
上
の
判
断
に
関
し
て
裁
量
を
有
し
て
お

り
、
資
金
調
達
の
方
法
等
に
関
す
る
取
締
役
の
判
断
に
つ
い
て
は
、

転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
公
募
発
行
の
有
利
発
行
該
当

性
、
取
締
役
の
発
行
判
断
と
善
管
注
意
義
務

〔
商
法　

六
一
二
〕

（
東
京
高
裁
令
和
元
年
七
月
一
七
日
判
決
平
三
〇
ネ
四
四
八
六
号
（
上
告
受
理
申

立
て
）

損
害
賠
償
請
求
控
訴
事
件

判
例
時
報
二
四
五
四
号
六
四
頁
、
金
融
・
商
事
判
例
一
五
七
八
号
一
八
頁
、
資

料
版
商
事
法
務
四
二
六
号
七
〇
頁

）

判
例
研
究
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そ
れ
が
有
利
発
行
や
不
公
正
発
行
な
ど
法
令
上
の
義
務
に
違
反
す
る

も
の
で
な
い
限
り
、
そ
の
判
断
の
過
程
、
内
容
に
著
し
く
不
合
理
な

点
が
あ
る
な
ど
、
そ
の
経
営
判
断
が
取
締
役
に
与
え
ら
れ
て
い
る
裁

量
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
初
め
て
、
取
締
役

に
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

〔
参
照
条
文
〕

　

民
法
七
〇
九
条
、
会
社
法
四
二
九
条
一
項

〔
事
　
実
〕

　

Ｚ
（
補
助
参
加
人
）
は
、
昭
和
一
八
年
五
月
設
立
、
紙
類
、
パ
ル

プ
類
お
よ
び
そ
の
副
産
物
の
製
造
加
工
お
よ
び
売
買
等
を
目
的
と
す

る
株
式
会
社
で
、
発
行
す
る
普
通
株
式
を
東
京
証
券
取
引
所
市
場
第

一
部
に
上
場
し
て
い
る
。
Ｘ
（
原
告
、
控
訴
人
）
は
、
Ｚ
社
の
普
通

株
式
三
一
七
〇
万
七
八
〇
八
株
（
議
決
権
保
有
比
率
二
一
・
九

六
％
）
を
保
有
（
後
述
の
本
件
発
行
当
時
）
す
る
株
主
で
、
Ｚ
社
と

同
業
の
株
式
会
社
で
あ
る
。

　

Ｚ
社
取
締
役
会
は
、
平
成
二
七
年
九
月
一
日
、
転
換
社
債
型
新
株

予
約
権
付
社
債
（
以
下
、「
本
件
新
株
予
約
権
付
社
債
」、
本
件
新
株

予
約
権
付
社
債
の
う
ち
新
株
予
約
権
の
み
を
「
本
件
新
株
予
約
権
」、

社
債
の
み
を
「
本
件
社
債
」）
の
発
行
（
以
下
、「
本
件
発
行
」）
を

決
議
（
以
下
、「
本
件
決
議
」）
し
た
。
本
件
決
議
で
、
本
件
新
株
予

約
権
付
社
債
の
発
行
条
件
の
ほ
と
ん
ど
を
決
定
し
た
が
、
発
行
条
件

の
う
ち
、
本
件
新
株
予
約
権
付
社
債
の
払
込
金
額
（
主
幹
事
証
券
会

社
が
発
行
会
社
に
払
い
込
む
金
額
）、
募
集
価
格
（
投
資
家
が
主
幹

事
証
券
会
社
に
払
い
込
む
金
額
）
お
よ
び
本
件
新
株
予
約
権
の
転
換

価
額
に
つ
い
て
は
、
投
資
家
の
需
要
状
況
お
よ
び
市
場
動
向
等
を
勘

案
し
て
決
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

九
月
一
日
夜
、
主
幹
事
引
受
会
社
は
、
ブ
ッ
ク
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の

実
施
と
し
て
、
欧
州
や
ア
ジ
ア
の
機
関
投
資
家
数
百
社
に
対
し
て
一

斉
に
案
件
の
情
報
（
Ｚ
社
に
関
す
る
基
本
的
な
情
報
、
本
件
新
株
予

約
権
付
社
債
の
発
行
条
件
、
仮
条
件
と
し
て
の
ア
ッ
プ
率
（
転
換
価

額
が
株
価
（
九
月
一
日
終
値
一
四
二
九
円
）
を
上
回
る
割
合
を
示
す

値
）
三
～
一
三
％
、
Ｚ
社
の
株
価
の
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
、
市
場
出
来

高
な
ど
）
を
提
供
し
、
新
株
予
約
権
付
社
債
の
取
得
の
意
向
の
有
無

お
よ
び
取
得
す
る
場
合
の
数
量
等
に
つ
き
照
会
し
、
回
答
を
得
た
。

海
外
機
関
投
資
家
の
需
要
状
況
を
集
計
し
、
Ｚ
社
に
報
告
、
Ｚ
社
は
、

こ
れ
を
踏
ま
え
、
ア
ッ
プ
率
を
〇
・
九
八
％
、
転
換
価
額
一
四
四
三

円
と
決
定
し
た
。

　

九
月
二
日
未
明
、
Ｚ
社
は
、
具
体
的
な
発
行
条
件
決
定
を
受
け
、

Ａ
社
よ
り
、
本
件
新
株
予
約
権
付
社
債
に
か
か
る
評
価
報
告
書
（
以

下
「
Ａ
社
報
告
書
」）
を
得
た
。
Ａ
社
報
告
書
は
、
本
件
新
株
予
約

権
の
理
論
価
値
の
総
額
は
二
五
億
〇
三
〇
〇
万
円
（
本
件
新
株
予
約

権
付
社
債
の
理
論
価
値
総
額
三
〇
四
億
七
五
〇
〇
万
円
―
社
債
部
分
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価
値
総
額
二
七
九
億
七
二
〇
〇
万
円
）
で
あ
り
、
本
件
新
株
予
約
権

の
実
質
的
な
対
価
の
総
額
は
二
九
億
二
八
〇
〇
万
円
（
募
集
価
格
総

額
三
〇
九
億
円
―
二
七
九
億
七
二
〇
〇
万
円
）
で
あ
る
か
ら
、
本
件

新
株
予
約
権
の
実
質
的
な
対
価
の
総
額
は
理
論
価
値
総
額
を
四
億
二

五
〇
〇
万
円
上
回
っ
て
い
る
と
し
た
。

　

九
月
二
日
の
市
場
取
引
開
始
前
、
こ
の
よ
う
な
検
討
を
経
て
決
定

し
た
発
行
条
件
を
公
表
し
た
。
本
件
新
株
予
約
権
付
社
債
の
発
行
条

件
（
以
下
「
本
件
発
行
条
件
」）
は
、
以
下
の
と
お
り
。
本
件
新
株

予
約
権
付
社
債
の
額
面
総
額
三
〇
〇
億
円
、
無
利
息
、
平
成
三
二
年

九
月
一
七
日
（
ロ
ン
ド
ン
時
間
）
に
額
面
金
額
の
一
〇
〇
％
で
償
還

（
繰
上
償
還
条
項
付
）、
本
件
新
株
予
約
権
付
社
債
を
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

証
券
取
引
所
に
上
場
す
る
、
本
件
新
株
予
約
権
付
社
債
の
払
込
金
額

は
額
面
金
額
の
一
〇
〇
・
五
％
、
本
件
新
株
予
約
権
と
引
換
え
に
金

銭
の
払
込
み
は
要
し
な
い
、
払
込
期
日
お
よ
び
発
行
日
は
平
成
二
七

年
九
月
一
七
日
（
ロ
ン
ド
ン
時
間
）、
幹
事
引
受
会
社
の
総
額
個
別

買
取
引
受
け
に
よ
る
海
外
市
場
に
お
け
る
募
集
、
募
集
価
格
は
額
面

金
額
の
一
〇
三
・
〇
％
。
本
件
新
株
予
約
権
は
、
総
数
三
〇
〇
〇
個
、

割
当
日
平
成
二
七
年
九
月
一
七
日
（
ロ
ン
ド
ン
時
間
）、
本
件
新
株

予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
は
、
当
該
本
件
新
株
予
約
権
に
係
る
本
件

社
債
を
出
資
す
る
も
の
と
し
、
当
該
本
件
社
債
の
価
額
は
そ
の
額
面

金
額
と
同
額
と
す
る
、
転
換
価
額
一
四
四
三
円
（
九
月
一
日
の
株
価

（
終
値
）
に
対
す
る
ア
ッ
プ
率
約
〇
・
九
八
％
）
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　

Ｚ
社
の
株
価
（
終
値
）
は
、
平
成
二
七
年
一
月
五
日
九
八
一
円
、

同
年
七
月
三
一
日
一
四
一
三
円
、
同
年
八
月
一
八
日
一
六
七
九
円
と

上
昇
し
、
本
件
決
議
が
さ
れ
る
前
日
の
同
月
三
一
日
一
五
一
七
円
で

あ
っ
た
。
本
件
発
行
当
時
の
Ｚ
社
の
発
行
済
株
式
総
数
は
一
億
四
九

三
四
万
八
七
八
五
株
で
、
本
件
新
株
予
約
権
が
全
て
行
使
さ
れ
る
と

二
〇
七
九
万
〇
〇
二
〇
株
（
右
発
行
済
株
式
総
数
の
約
一
三
・

九
％
）
の
発
行
が
想
定
さ
れ
る
。

　

Ｘ
は
、
平
成
二
七
年
九
月
四
日
付
け
書
簡
で
、
Ｚ
社
に
対
し
、
本

件
発
行
の
公
表
以
降
、
Ｚ
社
の
株
価
が
二
四
・
四
二
％
下
落
し
て
い

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
件
新
株
予
約
権
付
社
債
の
撤
回
可
能
性
を
含

め
て
検
討
・
説
明
を
求
め
る
な
ど
し
た
。
Ｚ
社
は
、
同
月
九
日
付
け

文
書
で
、
撤
回
の
意
思
が
な
い
こ
と
等
を
回
答
し
た
。
同
月
一
六
日

（
同
日
時
点
で
は
約
二
六
・
八
％
下
落
）、
本
件
発
行
の
撤
回
を
議
題

と
す
る
Ｚ
社
臨
時
取
締
役
会
が
全
取
締
役
一
四
名
が
出
席
し
て
開
か

れ
た
が
、
提
案
し
た
取
締
役
を
除
く
全
取
締
役
（
一
三
名
は
被
告
、

被
控
訴
人
、
以
下
「
Ｙ
ら
」）
の
反
対
に
よ
り
否
決
さ
れ
た
。

　

Ｘ
は
、
本
件
発
行
が
、
所
要
の
手
続
を
経
な
い
違
法
な
有
利
条
件

発
行
、
Ｘ
の
保
有
議
決
権
比
率
稀
釈
化
の
不
当
目
的
の
不
公
正
発
行
、

お
よ
び
、
本
件
発
行
の
公
表
に
よ
り
Ｚ
社
の
株
価
が
下
落
す
る
な
ど
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の
状
況
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
本
件
発
行

を
再
検
討
し
、
延
期
も
し
く
は
撤
回
す
る
な
ど
の
適
切
な
措
置
を
講

じ
な
い
ま
ま
、
本
件
発
行
を
強
行
し
た
こ
と
は
、
Ｙ
ら
の
任
務
懈
怠

行
為
で
あ
り
、
ま
た
Ｘ
に
対
す
る
不
法
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
、
Ｘ

が
本
件
発
行
に
起
因
す
る
株
価
の
下
落
に
よ
り
被
っ
た
八
八
億
円
余

の
損
害
等
に
つ
い
て
会
社
法
四
二
九
条
一
項
ま
た
は
民
法
七
〇
九
条

お
よ
び
七
一
九
条
に
基
づ
き
、
損
害
賠
償
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
原

審
（
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
九
月
二
〇
日
・
金
融
・
商
事
判
例
一
五

五
四
号
四
〇
頁
）
が
Ｘ
の
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
し
た
の
で
、
Ｘ
が

控
訴
し
た
。

〔
判
　
旨
〕

　

控
訴
棄
却

一　

有
利
発
行
該
当
性

⑴
有
利
発
行
の
判
断
基
準
「
新
株
予
約
権
付
社
債
を
発
行
す
る
に
当

た
り
、
当
該
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
募
集
新
株
予
約
権
と

引
換
え
に
金
銭
の
払
込
み
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
新
株
予
約
権
の
実
質
的
な
対
価
（
実
質
的
対
価
）
と
当
該
新
株

予
約
権
の
公
正
な
価
値
（
公
正
価
値
）
と
を
比
較
し
て
前
者
が
後
者

を
大
き
く
下
回
る
と
き
は
、
当
該
新
株
予
約
権
付
社
債
の
発
行
は
、

当
該
新
株
予
約
権
を
引
き
受
け
る
者
に
対
す
る
「
特
に
有
利
な
条

件
」（
法
2 

3 

8
条
3
項
1
号
）
に
よ
る
発
行
（
有
利
発
行
）
に
当

た
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

⑵
判
断
枠
組
み
「
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
は
、
…
…
公
募
に

よ
る
新
株
予
約
権
付
社
債
の
発
行
に
当
た
り
、
取
締
役
会
に
お
い
て
、

客
観
的
資
料
に
基
づ
く
一
応
合
理
的
な
算
定
方
法
に
よ
っ
て
発
行
条

件
を
決
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
が
、
事
後
的
に
、
こ
れ

と
異
な
る
算
定
方
法
を
用
い
た
り
異
な
る
数
値
を
採
用
し
た
り
す
る

な
ど
し
て
改
め
て
発
行
条
件
を
定
め
、
こ
れ
に
よ
り
当
該
新
株
予
約

権
付
社
債
の
発
行
が
有
利
発
行
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ

と
は
、
公
正
価
値
の
評
価
に
多
様
な
考
え
方
や
手
法
の
あ
る
新
株
予

約
権
付
社
債
に
馴
染
ま
な
い
ば
か
り
か
、
取
締
役
ら
の
予
測
可
能
性

を
害
す
る
こ
と
に
な
り
、
相
当
で
は
な
い
か
ら
、
公
募
に
よ
り
新
株

予
約
権
付
社
債
を
発
行
す
る
に
際
し
、
客
観
的
資
料
に
基
づ
く
一
応

合
理
的
な
算
定
方
法
に
よ
っ
て
発
行
条
件
が
決
定
さ
れ
て
い
た
と
い

え
る
場
合
に
は
、
そ
の
発
行
条
件
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、

法
2 

3 

8
条
3
項
1
号
に
い
う
引
受
人
に
「
特
に
有
利
な
条
件
」
に

は
当
た
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
（
平
成
2 

7
年
最
高
裁

判
決
参
照
）。」

　
「
も
っ
と
も
、
上
場
株
式
に
つ
い
て
の
新
株
予
約
権
付
社
債
の
場

合
は
、
…
…
一
定
の
裁
量
の
余
地
は
あ
る
も
の
の
、
理
論
上
の
一
定

の
価
値
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
前
記
の
よ
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う
な
評
価
手
法
等
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
違
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し

て
も
な
お
当
該
新
株
予
約
権
の
実
質
的
対
価
と
理
論
上
算
定
さ
れ
る

価
値
（
そ
の
中
で
不
合
理
と
は
い
え
な
い
下
限
値
と
い
う
べ
き
も

の
）
と
の
比
較
に
お
い
て
、
前
者
が
後
者
を
大
き
く
下
回
る
よ
う
な

事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、「
特
段
の
事
情
」
が
あ
る
も
の
と
し
て
、

客
観
的
資
料
に
基
づ
く
一
応
合
理
的
な
算
定
方
法
に
よ
っ
て
発
行
条

件
が
決
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
有
利
発
行
に
当
た
る
こ
と
に
な

る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

⑶
一
応
合
理
的
算
定
方
法
該
当
性
「
ブ
ッ
ク
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
は
、
こ

れ
が
実
質
的
に
機
能
す
れ
ば
、
最
終
的
な
発
行
条
件
を
市
場
参
加
者

が
合
理
的
と
考
え
る
水
準
に
収
れ
ん
さ
せ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
こ

と
（
弁
論
の
全
趣
旨
）
…
…
、
本
件
ブ
ッ
ク
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
は
、

ユ
ー
ロ
市
場
に
お
け
る
ブ
ッ
ク
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
で
あ
っ
て
、
発
行
決

議
当
日
の
夜
間
（
日
本
時
間
）
に
短
期
間
で
、
海
外
の
機
関
投
資
家

を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ユ
ー
ロ
市
場
に
お
け
る

ブ
ッ
ク
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
は
、
専
門
性
を
有
し
、
取
引
の
経
験
や
実
績

が
豊
富
な
海
外
の
機
関
投
資
家
を
需
要
調
査
の
対
象
と
す
る
た
め
短

期
間
で
必
要
な
需
要
調
査
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
し
、

一
般
的
な
実
務
慣
行
と
し
て
、
日
本
証
券
業
協
会
の
定
め
る
規
則
等

の
定
め
る
内
容
と
相
違
な
い
手
続
で
実
施
さ
れ
て
お
り
、
本
件
ブ
ッ

ク
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
も
通
常
の
ユ
ー
ロ
市
場
に
お
け
る
ブ
ッ
ク
ビ
ル

デ
ィ
ン
グ
と
同
様
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
も
の
で
あ
る
か
ら
…
…
、
そ

の
方
法
が
特
に
不
相
当
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
照
ら

す
と
、
本
件
新
株
予
約
権
付
社
債
の
発
行
条
件
に
つ
い
て
は
、
本
件

ブ
ッ
ク
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
を
経
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、

「
客
観
的
資
料
に
基
づ
き
一
応
合
理
的
な
算
定
方
法
」
に
よ
っ
て
発

行
条
件
が
決
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。」

⑷
特
段
の
事
情
の
有
無

①
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
イ
ン
パ
ク
ト
を
考
慮
す
る
こ
と
の
可
否　
「
本
件

発
行
が
極
め
て
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
本

件
発
行
が
Ｚ
社
株
式
の
市
場
価
格
に
何
ら
の
影
響
をマ

マ

及
ぼ
さ
な
い
と

は
考
え
難
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
オ
プ
シ
ョ
ン
評
価
理
論
は
、

オ
プ
シ
ョ
ン
の
保
有
者
が
そ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
か
ら
将
来
得
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
利
益
の
現
在
価
値
と
し
て
当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
価
格
を

評
価
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
発
行
に
よ
る
上
記
の
影
響
は
、

当
該
保
有
者
が
オ
プ
シ
ョ
ン
を
行
使
し
て
得
ら
れ
る
利
益
を
減
少
さ

せ
る
か
ら
、
オ
プ
シ
ョ
ン
の
価
格
を
評
価
す
る
に
当
た
り
本
件
発
行

に
よ
る
上
記
の
影
響
を
考
慮
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
は
理
論
的
に

誤
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
本
件
新
株
予
約
権
の
公
正
価
値
の
評
価
に

当
た
っ
て
考
慮
す
る
こ
と
は
不
合
理
と
は
い
え
な
い
。」

　
「
ブ
ッ
ク
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
結
果
を
も
っ
て
そ
れ
が
直
ち
に
公
正

価
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
本
件
新
株
予
約
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権
付
社
債
の
市
場
価
格
は
、
そ
の
価
値
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
市
場
に
お
け
る
市
場
価
格
の
推
移
は
、
そ
の
公

正
価
値
の
算
定
が
正
し
い
か
ど
う
か
の
参
考
と
な
り
得
る
も
の
で

あ
」
る
。「
Ａ
社
報
告
書
の
算
定
方
法
を
用
い
て
算
定
し
た
本
件
新

株
予
約
権
付
社
債
の
理
論
価
値
は
、
平
成
2 

8
年
8
月
以
降
も
一
定

期
間
（
平
成
2 
9
年
1
月
頃
ま
で
）
は
市
場
価
格
と
お
お
む
ね
同
様

の
推
移
を
た
ど
っ
て
お
り
、
本
件
発
行
後
の
本
件
新
株
予
約
権
付
社

債
の
市
場
価
格
は
Ａ
社
報
告
書
の
算
定
方
式
に
よ
る
理
論
価
値
と
整

合
的
に
推
移
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
」。

②
新
株
予
約
権
の
実
質
的
対
価　
「
法
2 

3 

8
条
3
項
1
号
に
い
う

「
当
該
者
」
と
は
、
募
集
新
株
予
約
権
を
こ
れ
と
引
換
え
に
金
銭
の

払
込
み
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
引
き
受
け
る
者
を
い
う
か
ら
、

本
件
発
行
を
形
式
的
に
み
れ
ば
、
共
同
主
幹
事
引
受
会
社
が
こ
れ
に

当
た
り
、
共
同
主
幹
事
引
受
会
社
が
発
行
会
社
に
払
い
込
む
金
額

（
払
込
金
額
）
を
も
っ
て
、
本
件
新
株
予
約
権
の
実
質
的
対
価
と
す

べ
き
と
も
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
本
件
の
よ
う
に
、
共
同
主
幹
事
引

受
会
社
が
引
受
手
数
料
等
を
受
領
し
な
い
代
わ
り
に
募
集
価
格
と
払

込
金
額
の
差
額
を
受
領
す
る
方
式
を
採
用
し
て
い
る
場
合
（
い
わ
ゆ

る
ス
プ
レ
ッ
ド
方
式
）
に
お
い
て
は
、
当
該
差
額
部
分
は
、
経
済
的

に
は
引
受
手
数
料
と
同
等
の
意
味
を
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ

ろ
、
引
受
手
数
料
は
、
新
株
予
約
権
付
社
債
を
引
き
受
け
る
と
と
も

に
投
資
家
に
対
し
て
募
集
を
掛
け
て
こ
れ
を
売
り
捌
く
た
め
の
手
数

料
と
し
て
、
発
行
価
額
と
は
無
関
係
に
Ｚ
社
が
共
同
主
幹
事
引
受
会

社
に
対
し
て
支
払
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
当
該
新

株
予
約
権
の
実
質
的
対
価
を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
価
額

か
ら
差
し
引
く
べ
き
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
（
い
わ
ゆ
る
引
受

手
数
料
方
式
が
採
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
引
受
手
数
料
を
控
除
す
る

こ
と
な
く
、
新
株
予
約
権
の
実
質
的
対
価
が
算
定
さ
れ
て
い
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。）。
し
た
が
っ
て
、
上
記
差
額
部
分
も
ま
た
発
行
価

額
か
ら
控
除
す
べ
き
で
は
な
く
、
新
株
予
約
権
の
実
質
的
対
価
を
算

定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
募
集
価
格
か
ら
上
記
差
額
分
を
控
除
し
た

払
込
金
額
で
は
な
く
、
募
集
価
格
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。」

二　

本
件
発
行
を
撤
回
等
し
な
か
っ
た
判
断
の
是
非

　
「
会
社
の
取
締
役
に
お
い
て
、
既
存
株
主
の
有
す
る
利
益
・
期
待

を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

る
も
の
の
、
他
方
で
、
取
締
役
は
、
経
営
上
の
判
断
に
関
し
て
裁
量

を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
資
金
調
達
の
方
法
や
時
期
に
つ
い
て
の

判
断
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
資
金
調
達

の
方
法
等
に
関
す
る
取
締
役
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
有
利
発

行
や
不
公
正
発
行
な
ど
法
令
上
の
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
限

り
、
そ
の
判
断
の
過
程
、
内
容
に
著
し
く
不
合
理
な
点
が
あ
る
な
ど
、

そ
の
経
営
判
断
が
取
締
役
に
与
え
ら
れ
て
い
る
裁
量
の
範
囲
を
超
え
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て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
初
め
て
、
取
締
役
に
善
管
注
意
義
務

違
反
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

　
「
取
締
役
に
お
い
て
、
短
期
的
に
は
市
場
株
価
が
下
落
す
る
と
し

て
も
、
エ
ク
イ
テ
ィ
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
調
達
し
た
資
金
を
採
算
性

の
あ
る
事
業
に
投
資
し
、
企
業
の
業
績
な
い
し
企
業
価
値
を
向
上
さ

せ
る
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
は
、
そ
の
経
営
判
断
と
し
て
あ
り
得
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
判
断
が
明
ら
か
に
不
合
理
で
あ
る
な
ど
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
Ｙ
ら
が
、
…
…
Ｚ
社
の
株
式
の
市
場
株

価
下
落
の
事
実
を
知
っ
て
い
た
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
Ｙ
ら
が
…
…

取
締
役
会
に
お
い
て
本
件
発
行
を
撤
回
す
る
議
案
を
否
決
し
、
本
件

発
行
を
強
行
し
た
行
為
が
、
善
管
注
意
義
務
に
反
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」

〔
研
　
究
〕

一　

本
件
は
、
上
場
会
社
の
し
た
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債

発
行
に
つ
い
て
、
㋑
違
法
有
利
発
行
、
㋺
不
公
正
発
行
で
あ
っ
た
と

し
て
、
ま
た
、
㋩
当
該
社
債
発
行
の
発
表
に
よ
り
株
価
下
落
な
ど
の

状
況
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
行
を
撤
回
す
る
な
ど
適
切
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
な
く
当
該
社
債
発
行
を
強
行
し
た
こ
と
が
任
務

懈
怠
に
当
た
る
と
し
て
、
会
社
法
四
二
九
条
一
項
等
に
基
づ
き
、
取

締
役
の
株
主
に
対
す
る
損
害
賠
償
が
請
求
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
本

判
決
は
、
㋑
に
つ
き
、
有
利
発
行
該
当
性
の
判
断
枠
組
み
に
つ
い
て

は
、
非
上
場
会
社
の
第
三
者
割
当
て
新
株
発
行
に
つ
い
て
の
最
判
平

成
二
七
年
二
月
一
九
日
（
民
集
六
九
巻
一
号
五
一
頁
、
以
下
「
平
成

二
七
年
最
判
」）
で
採
用
さ
れ
た
枠
組
み
を
援
用
し
て
検
討
す
る
と

し
た
（
判
旨
一
⑵
、
原
判
決
も
同
様
）。
局
面
は
異
な
る
（
弥
永
真

生
「
原
審
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
二
八
号
（
平
成
三
〇
年
）
三

頁
）
も
の
の
、
同
判
決
の
枠
組
み
を
援
用
す
る
一
つ
の
例
と
し
て
参

考
に
な
ろ
う
（
北
村
雅
史
「
原
審
判
批
」
法
学
教
室
四
二
九
号
（
平

成
三
一
年
）
一
三
五
頁
）。
そ
し
て
、
主
に
海
外
機
関
投
資
家
に
向

け
て
な
さ
れ
た
ブ
ッ
ク
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
を
経
て
さ
れ
た
本
件
の
発
行

条
件
の
決
定
は
、「
客
観
的
資
料
に
基
づ
く
一
応
合
理
的
な
算
定
方

法
」
に
よ
る
決
定
と
い
え
る
と
し
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
（
判
旨
一

⑶
）。
㋺
に
つ
き
、
新
株
予
約
権
が
行
使
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ

と
、
公
募
発
行
で
あ
る
こ
と
、
経
営
支
配
権
を
め
ぐ
る
差
し
迫
っ
た

争
い
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、
不
公
正
発
行
該
当
性
を

否
定
し
た
。
㋩
に
つ
き
、
結
論
と
し
て
は
Ｙ
ら
の
責
任
を
否
定
し
た

（
判
旨
二
）
も
の
の
、
か
ね
て
、
こ
の
局
面
で
の
取
締
役
の
注
意
義

務
に
は
議
論
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
（
松
井
秀
征
「
新
株
有
利
発

行
規
制
に
関
す
る
一
考
察
」
小
塚
荘
一
郎
＝
髙
橋
美
加
（
編
）『
落

合
誠
一
先
生
還
暦
記
念
・
商
事
法
へ
の
提
言
』（
平
成
一
六
年
）
三

七
三
頁
以
下
参
照
）、
注
目
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
㋑
㋩
に
関
わ
る
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判
旨
を
中
心
に
検
討
す
る
。

二　

本
判
決
は
、
新
株
予
約
権
付
社
債
の
有
利
発
行
該
当
性
の
判
断

枠
組
み
と
し
て
、
平
成
二
七
年
最
判
の
枠
組
み
を
援
用
す
る
。
援
用

す
る
理
由
と
し
て
取
締
役
の
予
測
可
能
性
に
配
慮
す
る
必
要
を
挙
げ

る
が
、
こ
れ
が
、
取
締
役
に
と
っ
て
緩
や
か
な
基
準
で
判
断
し
て
構

わ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
（
北
村
・
前
掲
一
三
五
頁

参
照
）、
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
違
法
有
利
発
行
に
つ
い

て
、
損
害
賠
償
に
よ
っ
て
事
後
処
理
可
能
で
あ
る
か
ら
、
取
引
安
全

を
優
先
し
て
（
最
判
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
八
日
・
民
集
一
九
巻
七
号

一
七
四
五
頁
）
無
効
事
由
と
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
す
る
判
例
（
最

判
昭
和
四
六
年
七
月
一
六
日
・
判
例
時
報
六
四
一
号
九
七
頁
）
の
立

場
と
の
整
合
性
が
問
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
各
事
案
に
つ
い
て
の
判
断

と
は
い
え
、
有
利
発
行
の
株
主
救
済
が
過
小
と
な
っ
て
い
な
い
か
、

慎
重
な
判
断
が
求
め
ら
れ
よ
う
（
杉
田
貴
洋
「
ア
ー
ト
ネ
イ
チ
ャ
ー

株
主
代
表
訴
訟
最
高
裁
判
決
と
有
利
発
行
・
有
利
処
分
の
解
決
の
あ

り
方
（
下
）」
本
誌
九
〇
巻
六
号
（
平
成
二
九
年
）
一
一
頁
以
下
、

柴
崎
暁
「
本
件
判
批
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
一
九
巻
一
二
号
四
八
頁
参

照
）。
し
か
も
、
本
件
の
Ｘ
は
、
差
止
仮
処
分
の
申
立
て
こ
そ
し
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
効
力
発
生
ま
で
荏
苒
と
日
を
過
ご
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
ま
た
、
利
益
相
反
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
有
利
発
行

該
当
性
審
査
は
、
慎
重
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
松
中
学
「
原
審

判
批
」
商
事
法
務
二
一
九
二
号
（
平
成
三
一
年
）
一
二
頁
）、
行
岡

睦
彦
「
原
審
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
五
九
号
（
令
和
元
年
）

八
〇
頁
、
久
保
田
安
彦
「
公
開
会
社
の
有
利
発
行
規
制
の
再
検
討
」

久
保
大
作
ほ
か
（
編
）『
𠮷
本
健
一
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
：
企
業

金
融
・
資
本
市
場
の
法
規
制
』（
商
事
法
務
、
令
和
二
年
）
一
二
一

頁
）。

　

も
っ
と
も
、「
本
件
新
株
予
約
権
付
社
債
の
…
…
市
場
価
格
の
推

移
は
、
そ
の
公
正
価
値
の
算
定
が
正
し
い
か
ど
う
か
の
参
考
と
な
り

得
る
」（
判
旨
一
⑷
①
）
と
の
説
示
は
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
（
阿
南

剛
「
本
件
判
批
」
企
業
会
計
七
一
巻
一
二
号
（
令
和
元
年
）
八
九
頁

参
照
）。
本
件
で
は
、
原
資
産
で
あ
る
株
式
の
市
場
価
値
は
、
本
件

発
行
の
公
表
後
、
大
き
く
下
落
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
新
株
の
有
利
発
行
に
お
け
る
議
論
で
は
、
有
利
発
行
が
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
稀
釈
化
作
用
に
よ
り
株
式
価
値
が
低
下
し
て
既
存
株
主

が
損
失
を
蒙
る
一
方
、
他
方
で
、
新
規
株
主
は
払
込
金
額
以
上
の
株

式
価
値
を
享
受
す
る
こ
と
で
利
得
す
る
、
す
な
わ
ち
有
利
発
行
で
あ

る
な
ら
富
の
移
転
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
杉
田
貴
洋
「
募
集
株
式

の
発
行
等
に
お
け
る
公
正
な
払
込
金
額
」
私
法
六
九
号
（
平
成
一
九

年
）
二
三
〇
頁
）。
こ
の
こ
と
が
新
株
予
約
権
付
社
債
発
行
の
場
合

に
も
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
（
新
株
予
約
権
の
有
利
発
行

の
場
合
に
そ
の
こ
と
が
株
式
価
値
や
新
株
予
約
権
価
値
に
ど
の
よ
う
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に
発
現
す
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
新
株
発
行
の
議
論

を
ど
こ
ま
で
参
照
で
き
る
か
も
よ
く
分
か
ら
な
い
面
が
あ
る
）、
有

利
発
行
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
に
利
得
が

生
ず
る
は
ず
で
あ
る
。
新
株
予
約
権
行
使
は
、
通
常
、
行
使
時
点
の

株
価
よ
り
も
行
使
価
額
（
転
換
価
額
）
が
有
利
な
状
況
で
な
さ
れ
る

か
ら
、
権
利
者
は
そ
こ
で
利
得
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
現
在
の
新
株

予
約
権
価
値
に
織
り
込
ま
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
本
件
新
株
予

約
権
付
社
債
の
募
集
価
格
が
有
利
発
行
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の

後
、
市
場
で
は
、
そ
う
し
た
新
株
予
約
権
価
値
の
増
加
を
織
り
込
ん

で
、
市
場
価
格
も
募
集
価
格
を
上
回
る
水
準
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
で
、
本
件
新
株
予
約
権
付
社
債
の
市
場
価
値
は
、「
本
件
発
行

か
ら
平
成
2 

8
年
7
月
3 

1
日
ま
で
の
間
、
額
面
1 
0 
0
円
当
た
り

約
9 

6
・
2
円
か
ら
約
1 

0 

3
・
8
円
ま
で
の
間
で
推
移
し
た
」

（
判
旨
に
引
用
し
て
い
な
い
箇
所
）
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

募
集
価
格
と
比
較
し
て
（
社
債
部
分
の
評
価
に
変
化
が
な
い
こ
と
を

前
提
と
す
る
必
要
が
あ
る
）、
新
株
予
約
権
付
社
債
権
者
が
利
得
し

た
と
は
い
え
な
い
水
準
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
引
受
証
券
会
社

の
払
込
金
額
（
額
面
金
額
の
一
〇
〇
・
五
％
）
よ
り
は
高
い
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
認
定
の
数
字
だ
け
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
）。

こ
ち
ら
に
利
得
が
生
じ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
原
資
産
で
あ
る
株
式

に
価
値
低
下
が
み
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
富
の
移
転
に
よ
る
下

落
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
杉
田
貴
洋
「
ア
ー
ト
ネ
イ
チ
ャ
ー
株

主
代
表
訴
訟
最
高
裁
判
決
と
有
利
発
行
・
有
利
処
分
の
解
決
の
あ
り

方
（
上
）」
本
誌
九
〇
巻
五
号
（
平
成
二
九
年
）
八
頁
以
下
参
照
）。

富
の
移
転
が
観
察
さ
れ
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
本
件
発
行
も
、
結
果

論
と
し
て
は
、
有
利
発
行
で
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
次
の
よ
う
な
数
字
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
本
件
発
行
の
払
込
金
額
の
総
額
は
三
〇
一
・
五
億
円
で
あ
る

と
こ
ろ
、
九
月
四
日
に
は
、
九
月
一
日
の
株
価
一
四
二
九
円
か
ら
二

四
％
余
下
落
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
（
同
日
の
Ｘ
の
書
簡
）、

発
行
済
株
式
全
体
で
五
一
二
億
円
余
が
吹
き
飛
ん
だ
こ
と
に
な
る

（
控
訴
審
口
頭
弁
論
終
結
直
近
の
令
和
元
年
五
月
一
七
日
の
株
価
は

一
三
〇
九
円
と
し
て
い
る
か
ら
、
同
じ
計
算
を
す
る
と
一
七
九
億
円

余
）。

三　

本
件
発
行
の
有
利
発
行
該
当
性
の
判
断
に
お
い
て
、
最
も
問
題

と
な
る
の
が
、
公
正
価
値
の
評
価
に
当
た
り
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
イ
ン

パ
ク
ト
を
考
慮
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。
本
件

新
株
予
約
権
付
社
債
の
発
行
は
大
規
模
な
も
の
で
あ
り
（
本
件
新
株

予
約
権
行
使
に
よ
り
想
定
さ
れ
る
発
行
株
式
は
本
件
発
行
当
時
の
Ｚ

社
発
行
済
株
式
総
数
の
一
三
％
余
）、
株
式
の
潜
在
的
発
行
と
し
て
、

原
資
産
で
あ
る
株
式
の
価
値
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
（
判

旨
一
⑷
①
）。
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
イ
ン
パ
ク
ト
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の



64

法学研究 93 巻 10 号（2020：10）

当
否
は
措
く
と
し
て
、
そ
も
そ
も
、
有
利
発
行
規
整
は
、
既
存
株
主

と
新
規
株
主
（
新
株
予
約
権
付
社
債
引
受
人
）
と
の
間
の
利
益
調
整

を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
株
価
下
落
一
般
の
阻
止
が
こ
の
規

整
の
趣
旨
で
は
な
い
。
両
者
に
富
の
移
転
が
起
き
な
い
よ
う
配
慮
す

る
こ
と
が
有
利
発
行
規
整
の
趣
旨
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
富
の

移
転
を
伴
わ
な
い
株
価
下
落
は
、
有
利
発
行
に
伴
う
も
の
で
は
な
い
。

富
の
移
転
は
な
い
が
株
価
下
落
を
も
た
ら
す
発
行
は
、
不
公
正
発
行

の
問
題
と
は
な
り
え
て
も
（
松
中
・
前
掲
一
五
頁
参
照
）、
有
利
発

行
規
整
の
埒
外
で
あ
る
。
本
件
の
事
実
関
係
の
中
で
い
え
ば
、
公
正

価
値
の
評
価
に
当
た
り
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
イ
ン
パ
ク
ト
を
考
慮
す
る

こ
と
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
（
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
イ
ン
パ
ク
ト
と
す
る
こ

と
に
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
株
価
下
落
が
十

分
に
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
発
行
条
件
を
決
め

て
よ
い
）。

　

も
っ
と
も
、
一
般
論
と
し
て
は
、
新
株
予
約
権
付
社
債
を
利
用
し

た
資
金
調
達
や
そ
の
規
模
、
調
達
し
た
資
金
の
使
途
な
ど
の
情
報
を

公
表
し
、
そ
れ
ら
を
株
価
が
織
り
込
ん
だ
後
で
、
具
体
的
な
発
行
条

件
が
決
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
情
報
を

織
り
込
む
前
に
発
行
条
件
を
決
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
不
確

実
性
が
増
す
か
ら
、
発
行
条
件
は
そ
れ
だ
け
割
り
引
い
た
も
の
に
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
発
行
価
額
の
公
示
に
関
す
る
算
式
表
示
方
式
は
、

発
行
価
額
決
定
か
ら
払
込
期
日
ま
で
の
株
価
変
動
の
不
確
実
性
に
伴

う
割
引
を
で
き
る
だ
け
小
さ
く
す
る
た
め
の
工
夫
で
あ
っ
た
。
新
株

予
約
権
付
社
債
は
、
本
件
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
発
行
前
は
市
場

価
格
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
上
場
株
式
の
新
規
発
行
と
は
同
列
に
論

じ
ら
れ
な
い
（
有
利
発
行
差
止
め
の
機
会
は
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
）
が
、
短
時
間
で
ブ
ッ
ク
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
完
了
す
る
（
ユ
ー

ロ
市
場
）
こ
と
の
利
点
が
、
従
来
こ
の
文
脈
で
い
わ
れ
て
い
た
の
と

は
全
く
別
の
意
味
で
「
利
用
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き

で
あ
る
。

四　

Ｘ
は
、
新
株
予
約
権
付
社
債
を
買
取
引
受
け
の
方
法
で
発
行
す

る
場
合
、
そ
の
払
込
金
額
を
会
社
に
支
払
う
の
は
、
引
受
証
券
会
社

で
あ
っ
て
、
当
該
払
込
金
額
を
、
新
株
予
約
権
の
実
質
的
対
価
と
し

て
、
有
利
発
行
該
当
性
を
審
査
す
べ
き
と
主
張
す
る
（
本
件
の
払
込

金
額
は
額
面
金
額
の
一
〇
〇
・
五
％
、
募
集
価
格
は
同
一
〇
三
・

〇
％
）。
確
か
に
、
募
集
価
格
と
払
込
金
額
の
差
額
を
引
受
手
数
料

の
代
わ
り
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
ス
プ
レ
ッ
ド
方
式
で
は
、
募
集
価
格

は
、
募
集
に
応
じ
た
投
資
家
が
引
受
証
券
会
社
か
ら
譲
り
受
け
る
際

の
価
格
で
あ
っ
て
、
第
一
社
債
権
者
か
ら
第
二
社
債
権
者
へ
の
売
買

価
格
に
す
ぎ
な
い
。
有
利
発
行
は
、
会
社
に
流
入
す
る
金
額
が
公
正

金
額
よ
り
低
い
た
め
に
株
式
価
値
が
稀
釈
化
さ
れ
る
こ
と
が
問
題
な

の
で
あ
る
か
ら
、
会
社
に
現
実
に
払
い
込
ま
れ
た
金
額
を
実
質
的
対
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価
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
（
募
集
価
格
が
い
か
に
低
額
で
あ
っ

て
も
、
株
式
価
値
稀
釈
化
は
起
き
な
い
）。
し
か
し
、
引
受
手
数
料

方
式
で
も
、
手
数
料
相
当
額
は
、
引
受
証
券
会
社
に
後
日
支
払
う
か

相
殺
さ
れ
る
か
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
結
局
、
発
行
会
社
の
手
許
に

残
る
の
は
、
手
数
料
水
準
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
ス
プ
レ
ッ
ド
方
式
の

場
合
と
変
わ
ら
な
い
。
ス
プ
レ
ッ
ド
方
式
で
払
込
金
額
と
募
集
価
格

と
が
連
動
し
な
い
場
合
は
格
別
（
杉
田
貴
洋
「
募
集
株
式
発
行
等
に

お
け
る
払
込
金
額
規
整
の
意
義
と
ブ
ッ
ク
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る
価

格
決
定
」
久
保
大
作
ほ
か
（
編
）『
𠮷
本
健
一
先
生
古
稀
記
念
論
文

集
：
企
業
金
融
・
資
本
市
場
の
法
規
制
』（
商
事
法
務
、
令
和
二
年
）

一
〇
三
頁
）、
本
件
の
買
取
引
受
け
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い

よ
う
で
あ
り
、
募
集
価
格
を
実
質
的
対
価
と
捉
え
る
こ
と
は
、
判
旨

一
⑷
②
の
説
示
の
と
お
り
、
引
受
手
数
料
方
式
の
場
合
に
お
け
る
判

断
と
平
仄
が
合
う
も
の
と
い
え
る
。

五　

本
判
決
は
、
本
件
発
行
を
撤
回
す
る
等
し
な
か
っ
た
こ
と
が
善

管
注
意
義
務
違
反
に
当
た
る
か
に
つ
い
て
、「
本
件
発
行
を
強
行
し

た
判
断
に
は
、
適
切
さ
を
欠
く
面
が
あ
っ
た
」（
判
旨
に
引
用
し
て

い
な
い
箇
所
）
と
し
て
Ｘ
の
主
張
に
理
解
を
示
し
た
も
の
の
、
結
論

と
し
て
は
、
Ｙ
ら
の
責
任
を
否
定
し
た
。
Ｘ
は
、
平
成
二
七
年
九
月

四
日
付
け
書
簡
で
、
同
月
二
日
の
本
件
発
行
の
公
表
以
降
、
株
価
が

二
四
・
四
二
％
下
落
し
た
と
し
、
そ
の
後
も
、
本
件
発
行
の
撤
回
等

を
Ｚ
社
に
申
し
入
れ
た
が
、
拒
絶
さ
れ
、
本
件
発
行
は
実
施
さ
れ
た
。

有
利
発
行
に
当
た
ら
な
い
場
合
で
も
、
発
行
に
よ
り
大
幅
な
株
価
下

落
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
不
公
正
発
行
に
該
当
す
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
（
前
述
三
）。
裁
判
例
に
は
、
新
株
発
行
不
公
正
を
理
由

と
す
る
差
止
め
の
事
案
で
、
発
行
済
株
式
総
数
が
三
五
・
三
％
増
加

す
る
規
模
の
新
株
発
行
で
、
株
価
下
落
が
見
込
ま
れ
、
現
に
急
激
に

株
価
が
下
落
し
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
「
既

存
株
主
の
受
け
る
不
利
益
は
会
社
法
が
予
定
」（
東
京
地
決
平
成
一

八
年
七
月
二
六
日
・
資
料
版
商
事
法
務
二
七
〇
号
二
五
七
頁
）
す
る

範
囲
内
で
あ
る
と
し
て
申
立
て
を
却
下
し
た
も
の
が
あ
る
。
新
株
や

新
株
予
約
権
発
行
が
発
表
さ
れ
、
株
価
下
落
が
起
き
る
場
合
に
、
こ

れ
を
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
イ
ン
パ
ク
ト
や
需
給
不
均
衡
の
問
題
で
あ
る
と

捉
え
る
こ
と
の
当
否
は
措
く
と
し
て
、
予
定
さ
れ
る
事
業
・
投
資
の

収
益
性
が
、
当
該
会
社
の
既
存
事
業
の
収
益
性
よ
り
も
劣
る
も
の
で

あ
れ
ば
、
株
価
は
下
落
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
般
論
に
な
る
が
、

問
題
を
後
者
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
と
、
予
定

す
る
事
業
が
、
当
該
会
社
の
既
存
事
業
よ
り
収
益
性
が
低
い
と
し
て

も
、
他
の
平
均
的
な
上
場
会
社
よ
り
高
い
収
益
性
の
見
込
め
る
事
業

で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
れ

ほ
ど
の
収
益
性
は
な
い
が
、
当
該
会
社
の
長
期
的
な
経
営
に
と
っ
て

は
意
味
が
あ
る
と
い
う
判
断
も
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
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う
に
考
え
る
と
、
株
価
が
下
が
る
と
い
う
そ
の
事
実
だ
け
で
、
不
公

正
発
行
と
し
た
り
、
取
締
役
の
責
任
を
認
め
た
り
す
る
こ
と
は
難
し

い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
論
と
し
て
は
、
判
旨
二
に
賛
成
し
て
よ
い

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
二
で
触
れ
た
よ
う
に
、
本
件
新
株

予
約
権
付
社
債
の
発
行
総
額
を
超
え
る
株
式
価
値
が
失
わ
れ
た
と
い

う
事
実
は
重
大
と
い
え
よ
う
。
ど
れ
ほ
ど
の
期
間
そ
れ
が
継
続
し
た

か
に
も
よ
ろ
う
が
、
右
の
よ
う
な
一
般
論
で
は
正
当
化
し
え
な
い
下

落
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
本
判
決
は
、

Ｘ
の
請
求
を
認
め
る
べ
き
で
な
い
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
本
件
発
行

を
中
止
し
た
場
合
、
主
幹
事
証
券
会
社
か
ら
損
害
賠
償
請
求
の
可
能

性
が
あ
っ
た
と
す
る
（
判
旨
に
引
用
し
て
い
な
い
箇
所
）。
し
か
し
、

本
件
発
行
の
実
質
的
な
引
受
手
数
料
で
あ
る
ス
プ
レ
ッ
ド
の
総
額
は

七
・
五
億
円
で
あ
り
、
多
少
の
上
乗
せ
が
あ
る
と
し
て
も
、
本
件
発

行
で
失
わ
れ
た
株
式
価
値
と
比
較
す
れ
ば
取
る
に
足
ら
な
い
金
額
で

あ
る
。

杉
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